


















県側被害に対する損害賠償金額 132,000円

相手方被害に対する損害賠償金額 40,000円

７ 被害額の特定

⑴ 本件事故による双方の被害について、双方の代理人である大同火災海上保険会社が算定し

た損害賠償金額は、以下のとおり。

ア 県の被害（全損）について

① 車両価格（916,000円×10%（取得から10年以上経過のため）＝91,600円）に車検期間

の残、約10箇月（車検平成20年３月19日から事故発生日平成20年５月10日まで 、保守）

管理状況を加算し 150,000円

② 公用車のレッカー費用 15,000円

①＋②＝被害総額165,000円

イ Ａ氏の被害について

バンパーフェイス、右ヘッドライト等の修理費用（別紙見積もりのとおり） 200,000

円

⑵ 過失割合の算出

双方の代理人から、主な事故原因は相手方にあるが、県側にも交差点での前方不注意等が

あるため、過失割合は第一当事者（相手方）は80％、第二当事者（県）は20％とし、損害賠

償額として県に対しては被害総額165,000円から第二当事者の過失割合20％（33,000円）を

差し引いた132,000円の金額が 相手方に対しては被害総額 200,000円 から第一当事者 相、 （ ） （

手方）の過失割合80％（160,000円）を差し引いた40,000円が示された。

示談交渉の結果、当該金額で和解に至り、免責証書及び同意書を徴することとした。

なお相手方に対しては、当該損害賠償については、県議会の議決が得られたときに和解成

立となることを説明し、その理解を得ている。
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